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姉妹都市で意見交換 
　１２月１１日、日本とアメリカ・アラスカ州の姉妹都
市在住の高校生・大学生を対象とした、国際青年オンラ
イン会議が開催されました。
　佐呂間町からは佐呂間高校１年生の５名が参加し、お
互いの国の文化や今後の姉妹都市交流について、様々な
意見が交わされました。
　佐呂間町とアラスカ州パーマ市は今年で姉妹都市提携
４２周年を迎えます。　

都農東小学校とオンラインで交流
　経済交流協定を結ぶ宮崎県都農町の都農町立都農東小
学校と佐呂間小学校で遠隔交流授業が行われました。
　両校の児童は「それぞれの町について」や、「気候や暮ら
し、産業について」、「修学旅行のまとめや学校行事につ
いて」をテーマに発表を行いました。
　北海道と宮崎県という距離から、普段交流することが
難しい宮崎県都農町の児童と交流することができ、大変
貴重な時間となりました。

若佐小スケートリンクが完成！
　毎年、若佐小学校保護者により造られているスケート
リンクが完成し、１月８日にリンク開きが行われました。
　この日を待ちわびていた若佐小学校の児童は、寒さを
忘れるほど元気いっぱいスケートを楽しんでいました。
　また、若佐スケート少年団の子ども達もこのリンクで
自己ベスト更新を目指し一生懸命練習に励んでいます。
　

　広報サロマでは、話題や出来事などみなさまからの情報をお待ちしております。
ご連絡をいただけたら取材にお伺いします。お気軽にご連絡ください。

▽ ▽ ▽ 　町民課住民活動係　

▽ ▽ ▽

TEL：２・１２１３　　FAX：２・３３６８
MAIL：chouminka@town.saroma.hokkaido.jp
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▽
医
療
費
控
除
は
、「
医
療
費
控
除
の
明
細

　

書
」の
添
付
が
必
要
で
す
！

　

医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」の
添
付
が
必
要
で

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い（
医
療
費
の
領

収
書
の
添
付
は
不
要
で
す
）。

な
お
、
医
療
費
の
領
収
書
は
、
自
宅
で
５

年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す（
税
務

署
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
提
示
ま
た

は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）。

　

医
療
費
明
細
書
の
詳
細
に
つ
い
て
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

h
ttp
s://w

w
w
.n
ta
.g
o
.jp
/

publication/pam
ph/pdf/0019011-

012.pdf

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
こ
ち
ら

◆
令
和
３
年
分
確
定
申
告
書
受
付
期
間

　

２
月
16
日（
水
）〜
３
月
15
日（
火
）

※
還
付
申
告
書
は
２
月
15
日（
火
）以
前
で

　

も
提
出
可
能

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確

定
申
告
は
、
毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31

日
ま
で
の
１
年
間
に
生
じ
た
全
て
の
所
得

の
金
額
と
そ
れ
に
対
す
る
所
得
税
等
の
額

を
計
算
し
、
申
告
期
限
ま
で
に
確
定
申
告

書
を
提
出
し
て
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金

や
予
定
納
税
で
納
め
た
税
金
な
ど
と
の
過

不
足
を
精
算
す
る
手
続
で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
自
分
で

お
早
め
に
作
成
を
！

　

◎詳しい内容は直接お問い合わせください。
◎記事中の記号は次のとおりです。
　問：お問い合わせ先　☎：電話　℻：ファックス　　：申込先
　　ホームページ　E：メールアドレス　　：フェイスブック

○人口：4,842人（－11人）
　【内外国人：139人】
○男♂：2,295人（±0人）
　【内外国人：26人】
○女♀：2,547人（－11人）
　【内外国人：113人】
○世帯：2,373戸（－10戸）
     【内外国人：128戸】
※（　）内数字は前月比

人
の
う
ご
き　

12
月
末

会員数（12月末時点）

３，２３５名

入会や詳しい内容
についてはＱＲか
らＨＰにアクセス

　

ま
た
、
年
末
調
整
済
の
給
与
所
得
の
み

の
方
で
、
医
療
費
控
除
な
ど
に
よ
り
還
付

を
受
け
る
方
が
行
う
還
付
申
告
は
、
５
年

間
有
効
で
い
つ
で
も
申
告
で
き
ま
す
。

　
▽
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
て
新
型
コ
ロ
ナ

　

ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
！

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
パ
ソ
コ

ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら
、
所
得

税
・
消
費
税
・
贈
与
税
の
申
告
書
を
作
成

し
、
e-

Tax（
電
子
申
告
）ま
た
は
印
刷
し

て
郵
送
で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

感
染
防
止
の
観
点
か
ら
、
多
く
の
方
が
訪

れ
る
確
定
申
告
会
場
で
は
な
く
、
ぜ
ひ
、

ご
自
宅
で
の
申
告
書
の
作
成
・
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

▽
ス
マ
ホ
で
e-

Tax
！

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を

お
持
ち
の
方
や
、
事
前
に
税
務
署
で
専
用

の
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
る

方
は
、
ぜ
ひ
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の

e-

Tax（
電
子
申
告
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

https://w
w
w
.nta.go.jp/about/

o
rg
an
izatio

n
/sap

p
o
ro
/to
p
ics/

kakutei/sakusei/index.htm

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
こ
ち
ら
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軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在

に
軽
自
動
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
を
所
有

し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
所
有
者

の
変
更
や
廃
車
、
転
居
な
ど
の
異
動
が

あ
っ
た
と
き
は
、
３
月
31
日
ま
で
に
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。
届
出
が
済
ん
で
い
な

い
と
引
き
続
き
課
税
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

車
検
切
れ
で
も
廃
車
届
出
を
し
て
い
な
い

場
合
は
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　

令
和
４
年
度
佐
呂
間
町
奨
学
金
の
貸
付

を
希
望
さ
れ
る
方
を
受
け
付
け
ま
す
。

◆
奨
学
生
の
条
件

①
本
町
住
民
の
子
弟
で
あ
る
方

②
高
校
、
高
等
専
門
・
専
修
学
校
、
大
学

　

に
就
学
す
る
方
ま
た
は
在
学
中
の
方

③
身
体
健
康
、
学
業
優
秀
、
性
行
善
良
で

　

あ
る
方

④
学
資
の
支
払
い
が
困
難
な
方

◆
受
付
人
数
：
10
名
程
度（
高
校
等
３
名
、

　
　
　
　
　
　

大
学
等
７
名
）

◆
奨
学
金
の
貸
付
額

▽
高
校
生
等
：
月
額
１
万
円
以
内

▽
大
学
生
等
：
月
額
２
万
２
千
円
以
内

◆
奨
学
金
の
返
還（
無
利
子
）

▽
最
終
の
学
校
を
卒
業
後
１
年
間
据
置
き

　

し
、
そ
の
後
６
年
で
償
還
し
て
い
た
だ

　

き
ま
す
。

▽
期
日
ま
で
に
納
入
さ
れ
な
い
と
、
延
滞

　

利
息
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
受
付
期
間
：
４
月
１
日
〜
20
日

※
申
請
用
紙
は
、
教
育
委
員
会
に
用
意
し

　

て
い
ま
す
。

　

・
問
教
育
委
員
会
管
理
課
学
校
管
理
係

☎
２
・
１
２
９
４

車種 届出先

・原動機付自転車（～ 125cc）
・小型特殊自動車
　（農耕用トラクタ含む）

問企画財政課資産税係
☎２・１２１４

・軽二輪（126cc ～ 250cc）
・小型二輪（251cc ～）

問北見運輸支局
北見市東三輪３丁目２３－２
☎０５０・５５４０・２００７

軽自動車
問北見地区軽自動車協会
北見市東三輪３丁目２５－２５
☎０１５７・２４・６１３０

軽
自
動
車
の
異
動
届
お
忘
れ
な
く

町
の
奨
学
金
制
度
に
つ
い
て

国民年金保険料の
免除期間・納付猶予期間がある方へ

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・
法定免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を
受けられた期間がある場合、保険料を全額納め
た方と比べ、老齢基礎年金（６５歳から受けら
れる年金）の受け取り額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するため
に、免除等の承認を受けた期間の保険料につい
ては、１０年以内であれば遡って納める（追納）
ことができます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌
年度から起算して３年度目以降の追納の場合、
当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされま
すので、早めの追納をおすすめします。
　追納は、古い月のものから納付することとな
りますが、次の点にご注意ください。

・一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料
　が納付されていなければ追納はできません。
・「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・
　学生納付特例期間」より先に経過した月分で
　ある場合は、どちらを優先して納めるか本人
　が選択できます。
　　
　詳しくは「ねんきん加入者ダイヤル」または北
見年金事務所へお問い合せください。

問ねんきん加入者ダイヤル
☎０５７０・００３・００４
問北見年金事務所　
☎０１５７・３３・６００７

国民年金便り
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中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
を
発
症
し
、
そ

れ
が
労
働
者
と
し
て
石
綿
ば
く
露
作
業
に

従
事
し
て
い
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
労
働
者
災
害
補
償

保
険
法
に
基
づ
く
特
別
遺
族
給
付
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
石
綿
を
吸
っ
て

か
ら
非
常
に
長
い
年
月
を
経
て
発
症
す
る

こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

　

中
皮
腫
な
ど
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ

た
方
が
過
去
に
石
綿
業
務
に
従
事
さ
れ
て

い
た
場
合
に
は
、
労
災
保
険
給
付
等
の
支

給
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、北
海
道
労
働
局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
北
海
道
労
働
局

☎
０
１
１
・
７
０
９
・
２
３

　

北
海
道
森
林
管
理
局
で
は
、
国
民
の
皆

様
に
国
有
林
の
役
割
や
現
状
等
を
ご
理
解

い
た
だ
く
と
と
も
に
、
国
民
の
幅
広
い
意

見
を
把
握
し
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に

役
立
て
る
こ
と
を
目
的
に
、
令
和
４
・
５
年

度
の「
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
」を
募
集
し
ま
す
。

◆
依
頼
期
間

　

令
和
４
年
４
月
〜
令
和
６
年
３
月（
２
年
）

◆
依
頼
内
容

・
国
有
林
や
森
林
、
林
業
に
関
す
る
ア
ン

　

ケ
ー
ト
調
査
へ
の
回
答

・
モ
ニ
タ
ー
会
議（
国
有
林
の
役
割
や
現

　

状
等
説
明
と
意
見
交
換
、
年
１
回
）へ

　

の
出
席

・
現
地
見
学
会（
国
有
林
の
作
業
現
場
の

　

見
学
や
体
験
、
徒
歩
移
動
あ
り
、
年
１

　

回
）へ
の
参
加

◆
応
募
資
格

　

北
海
道
に
お
住
ま
い
で
、
国
有
林
に
関

　

心
の
あ
る
満
18
歳
以
上（
令
和
４
年
４

　

月
１
日
時
点
）の
方

※
国
会
お
よ
び
地
方
議
会
の
議
員
、
地
方

　

公
共
団
体
の
長
、常
勤
の
国
家
公
務
員
、

　

林
野
庁
の
OB
お
よ
び
森
林
・
林
業
担
当

　

の
自
治
体
職
員
は
除
く
。

◆
募
集
人
数
：
48
名

◆
募
集
期
限
：
２
月
18
日（
金
）
必
着

　

応
募
方
法
な
ど
の
詳
細
は
北
海
道
森
林

管
理
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

・
問
北
海
道
森
林
管
理
局
企
画
課

☎
０
１
１
・
６
２
２
・
５
２
２
８

　

https://w
w
w
.rinya.m

aff.go.jp/
hokkaid

o/p
ress/kikaku/211130.

htm
l

石
綿
に
よ
る
疾
病
の

　
　
　

補
償
・
救
済
に
つ
い
て

「高額介護合算療養費」について
後期高齢者医療制度

　医療と介護の両方を利用している世帯の自己
負担を軽減する制度です。
　同じ世帯の被保険者が、１年間に支払った後
期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合
計が限度額を超えたときは、その超えた額が後
期高齢者医療制度および介護保険から支給され
ます。なお、手続きには町民課医療保険係へ申
請が必要となります。

※１　世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
※２　世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円（公的年金収入のみの場合、その受給額
　　　が８０万円以下）、または老齢福祉年金を受給している方

◆自己負担限度額表（１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月３１日）

◆支給対象にならない場合

▽後期高齢者医療制度または介護保険の自己負
　担額のいずれかが０円の場合

▽支給額が５００円以下の場合

問北海道後期高齢者医療広域連合
　☎０１１・２９０・５６０１
　・問町民課医療保険係　☎２・１２１３

負担割合 区分 自己負担額の合計の基準額

３割 現役並み所得者
【課税所得６９０万円以上】２１２万円
【課税所得３８０万円以上】１４１万円
【課税所得１４５万円以上】　　６７万円

１割
一般 ５６万円

住民税非課税世帯
区分Ⅱ（※１） ３１万円
区分Ⅰ（※２） １９万円

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
募
集
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がんばる佐高生のために！
佐呂間町の進学サポート事業を紹介します！

　佐呂間町では、新たな佐呂間高等学校の存続対策事業として、がんばる佐呂間高等学校生徒
の皆さまに対し、修学等に関する経費の一部を助成します。

◆支援１　　「佐呂間高等学校卒業生修学応援補助金」制度
　　　　　　佐呂間高等学校を卒業し、翌年度または翌々年度に大学や短大・専門学校へ進学
　　　　　　する場合、大学は年額５０万円、短大・専門学校は年額２５万円の修学に関する
　　　　　　資金を助成します。
◆支援２　　「佐呂間高等学校入学者給付金」制度
　　　　　　佐呂間高等学校入学者（令和３年度から）に対して、学校生活に必要な資金として
　　　　　　一人一律１０万円を給付します。
◆支援３　　「佐呂間高等学校卒業生就職等応援給付金」制度
　　　　　　佐呂間高等学校を卒業し、就職や就職のための学校へ進学する方へその準備のた
　　　　　　めの資金として一人につき１０万円を支給します。
◆支援４　　「佐呂間高等学校在校生対象の教科書無償提供」制度
　　　　　　授業で必要とする教科書を、町で購入し提供します。
◆支援５　　「学習用タブレット端末購入費補助」制度
　　　　　　入学生を対象に学校で使用する学習用タブレット購入費用を４５，０００円を限
　　　　　　度に補助いたします。

その他の支援
▷模擬試験・資格取得検定受験料の補助～受験費用を全額補助します。
▷部活動遠征費補助～保護者の負担軽減のため、部活動等の活動費用として補助金を支出します。
▷佐呂間町学校体育文化活動費補助～部活動等での全道・全国大会出場経費を補助します。
▷姉妹校交流派遣事業として、短期留学（アラスカ州パーマ市への２週間程度の派遣事業）希望
　者に対して渡航経費を補助します。
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高
校
、
大
学
等
へ
の
入
学
時
・
在
学
中
に

か
か
る
費
用
を
対
象
と
し
た
公
的
な
融
資
制

度
で
す
。
お
子
さ
ま
１
人
に
つ
き
３
５
０
万

円
以
内
を
固
定
金
利（
年
１
．
65
％
）で
利

用
で
き
、
在
学
期
間
中
は
利
息
の
み
の
ご

返
済
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」で
検

索
い
た
だ
く
か
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
３
・
５
３
２
１
・
８
６
５
６

（
12
月
24
日
〜
１
月
14
日
受
付
分
）

◆
社
会
福
祉
協
議
会
へ

▼
香
典
返
し
を
廃
し
て

宮
前
町　
　

直
井　

朝
吉　
　

さ
ん

宮
前
町　
　

河
本　

孝
治　
　

さ
ん

宮
前
町　
　

脇
本　

博
之　
　

さ
ん

富
武
士　
　

野
崎　

昭
男　
　

さ
ん

浜
佐
呂
間　

横
山　

利
征　
　

さ
ん

永
代
町　
　

鹿
島　

て
え
子　

さ
ん

町営住宅の空き状況

１月２０日現在
問建設課管理係　☎２・１２１０

団　地　名 居住階 間取り 戸 数 家　賃

西富

２階 ２LDK １戸 17,400円～

１階 ３LDK ２戸 15,200円～

２階 ３LDK ３戸 15,200円～

宮前 ２階 ３LDK ６戸 23,300円～

若佐第１ 2階 ２LDK １戸 21,400円～

若佐第２
1階 ３LDK １戸 15,700円～

２階 ３LDK ２戸 15,700円～

若里 平屋 ３DK ３戸 9,200円～

日
本
政
策
金
融
公
庫

　
「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」ご
案
内



10　R4.2

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・
暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯や令和３年１月以降に新型コロナウイルス感染症
の影響で家計急変のあった世帯を対象に１世帯あたり１０万円が支給されます。
　この給付金を受け取るには、お住まいの市町村で手続きが必要です。

住民税非課税世帯等に対する

について臨時特別給付金 １世帯あたり
１０万円

支
給
対
象
世
帯

世帯全員の令和３年度
「住民税非課税」の世帯

令和３年１月以降の収入が減少し、
世帯全員が「住民税非課税相当」の
収入となった世帯（家計急変世帯）

申請が必要です
確認書が届きます（要返送）
※２月上旬以降に送付します

給
付
金
手
続
き

住民税が課税されている者に扶養されてい
る場合は非該当

・対象となる世帯には、給付内容や確認事
　項が書かれた確認書が届きます。
・中身を確認して、返信用封筒にて返信し
　てください。　

・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・収入を確認する資料が必要となりますの
　で、社会福祉係までお問い合わせください。

　・問保健福祉課社会福祉係（平日８：３０～１７：１５）　
☎０１５８７・２・１２１２
問内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター（９：００～２０：００）
☎０１２０・５２６・１４５
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250

消消消
防防防Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Topics

１２月の出場状況（町内）
　火災出場　０件　　救急出場　　２０件
令和３年累計（町内）
　火災出場　６件　　救急出場　２４６件

令和３年度　救急救助出場概況

問遠軽地区広域組合消防署
　佐呂間出張所
☎０１５８７・２・３６３７

　

令
和
３
年
中
に
お
け
る
佐
呂
間
町
の
救

急
出
場
件
数
は
２
４
６
件
、
搬
送
人
員
は

２
１
６
人
で
、
前
年
よ
り
出
場
件
数
が
６

件
増
加
、
搬
送
人
員
は
５
人
の
減
少
と

な
っ
て
お
り
、１
週
間
に
約
５
件
出
場
し
、

佐
呂
間
町
民
の
約
20
人
に
１
人
が
救
急
要

請
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

事
故
種
別
で
最
も
多
い
の
は
「
急
病
」

で
、
全
体
の
約
73
％
を
占
め
て
お
り
、
傷

病
者
の
搬
送
先
医
療
機
関
は
遠
軽
町
内
が

最
も
多
く
１
４
３
件
、
北
見
市
内
63
件
と

全
体
の
約
96
％
が
町
外
の
搬
送
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

救
急
出
場
件
数
は
平
成
30
年
か
ら
増
加

し
て
お
り
、
１
件
の
出
場
で
町
外
に
搬
送

す
る
と
、
佐
呂
間
町
内
の
救
急
車
不
在
時

間
が
長
く
な
っ
て
し
ま
い
、
重
症
事
案
の

救
急
要
請
に
対
し
救
急
車
の
到
着
が
大
幅

に
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
救
急

車
の
適
正
利
用
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
遠
軽
地
区
広
域
組
合
消
防
本
部

管
内（
佐
呂
間
町
・
遠
軽
町
・
湧
別
町
）

の
救
急
出
場
件
数
は
、
１
，
６
３
７
件
、

搬
送
人
員
は
１
，
５
３
３
人
と
な
っ
て
お

り
、
前
年
よ
り
出
場
件
数
が
１
０
２
件
増

加
し
、搬
送
人
員
は
83
人
増
加
し
て
お
り
、

組
合
全
体
と
し
て
は
比
較
的
件
数
の
多
い

年
と
な
り
ま
し
た
。

■
救
急
救
助
出
場
概
況

事故種別
交通事故 労働災害 一般負傷 自損行為 急病 その他 合計

出場件数等 転院搬送 その他
出 場 件 数 ９ １０ ３１ ３ １８０ １３ ０ ２４６
不搬送件数 ４ １ ４ １ ２１ ０ ０ ３１
搬 送 人 員 ５ ９ ２７ ２ １６０ １３ ０ ２１６

佐呂間町 組合管内総数
区分 出場件数 搬送人員 出場件数 搬送人員年別

Ｈ２９ ２３０ ２１９ １，６４８ １，５７２
Ｈ３０ ２１１ １９５ １，６５３ １，５５３
Ｒ１ ２１５ ２０１ １，６８３ １，５８６
Ｒ２ ２４０ ２２１ １，５３５ １，４５０
Ｒ３ ２４６ ２１６ １，６３７ １，５３３

搬送人員

佐呂間町内 ８ （４％）

遠軽町内 １４３（６６％）

北見市内 ６３（３０％）

その他町外 １ （０％）

【令和３年　救急出場件数】

【過去５年　救急出場件数および搬送人員数】 【搬送先医療機関（市町村別）】

【過去５年　救急出場件数の推移】 （件）

240

230

220

210

200
R3H30H29 R2

246

230

211
215

240
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　ＮＴＴ東日本の交換機工事のため、
１１９番に通報が出来ない時間帯があります。
◆２月１８日（金）１２：４０～１３：１０
　（この時間帯の中で３分程度）
１１９番がつながらない場合は代替番号へ
▷遠軽地区広域組合消防署
　☎０９０－２０５０－２６００

１１９番につながらない時間帯があります！
《重要》


